
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の縦枠と横枠によって構成された枠体と、当該枠体の内部に保持される壁材と、前記
壁材の端部を保持する保持体と、 前記壁材
の端部に沿って前記枠体に取り付けられる外枠と、を具備してなり、前記保持体と前記外
枠とを別体に構成しているとともに、前記外枠に、前記保持体を取り付けるための凹部を
設け、この凹部の幅及び深さを前記保持体と略同一に設定している

可動間仕切壁。
【請求項２】
前記保持体が、壁材の両面を挟み込むために一体成形された部材である請求項１に記載の
可動間仕切壁。
【請求項３】
前記保持体が、押し出し加工して成形した部材である請求項 に記載の可動間仕切
壁。
【請求項４】
前記保持体が開口部を有するとともに、前記壁材と前記保持体の開口部との隙間に前記保
持体と別体をなす取付ビードを押し入れることができる請求項 に記載の可動
間仕切壁。
【発明の詳細な説明】
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ものであって、前記縦
枠に前記外枠をはめ込み、前記保持体を前記外枠の凹部にはめ込んで、これら外枠及び保
持体を前記縦枠に設けたネジ孔に共通のネジで固定する構成を有する

１又は２

１、２又は３



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、可動間仕切壁の構造に関し、より詳しくは、ガラスなどの壁材を枠体に取り付
ける可動間仕切壁に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
現在、可動間仕切壁の種類として、一対の縦枠と横枠によって構成された枠体の両面に二
枚のパネルを掛け合わせるタイプのものと、枠体で囲まれた内面に一枚のガラスをはめ込
むタイプのものなどがあり、特に、ガラスをはめ込むタイプのものでは、ガラスの端部を
保持するために、アルミ材を押し出し成形した縦長状の取付体を縦枠に取り付け、この取
付体によってガラスの端部を保持するようにしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この可動間仕切壁は、その部品を他の可動間仕切壁にも兼用できるように構成す
ることが多い一方、オフィスの状況によっては、取付体を固定するための枠体の大きさが
変更されたり、またデザイン上の理由などから、取付体の形状に変更を加えなければなら
ない場合が生じていた。
【０００４】
ところで、従来の取付体は、ガラスや取付ビードの収まる溝と柱状の縦枠を覆う外枠とを
一体構造としてアルミ材を押し出し成形していたので、その取付体の形状や大きさに変更
が生じると、たとえガラスの保持部分の形状に変更がなくても、全て金型から作り直さな
ければならないという問題が生じていた。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明は上記問題に着目してなされたものであり、壁材の端部を保持する保持部
と外枠とを別体に設けて構成し、これによって、取付体の形状や大きさの仕様に変更が生
じた場合であっても、その仕様変更に対して容易に対応することができるようにする。
【０００６】
【発明の実施の形態】
　すなわち、本発明の可動間仕切壁は、一対の縦枠と横枠によって構成された枠体と、当
該枠体の内部に保持される壁材と、前記壁材の端部を保持する保持体と、

前記壁材の端部に沿って前記枠体に取り付けられる外枠と
、を具備してなり、前記保持体と前記外枠とを別体に構成しているとともに、前記外枠に
、前記保持体を取り付けるための凹部を設け、この凹部の幅及び深さを前記保持体と略同
一に設定している

ものである。
【０００７】
このように保持体と外枠とを別体に構成することによって、枠体に取り付けられる外枠の
大きさや形状に仕様変更が生じた場合であっても、壁材の端部を保持する保持体を作り直
すことなく、より容易にその仕様の変更に対応することができるばかりでなく、それぞれ
の部材に適した材料を選んで製造することもできる。
【０００８】
なお、ここで保持体を用いて壁材を保持する方法としては、直接壁材を保持する場合の他
、また、取付ビードなどを介して壁材を保持する場合も含むものである。さらに、枠体に
外枠を取り付ける方法としては、ネジなどを用いて枠体に直接外枠を取り付ける場合のほ
か、他の部材（例えば、保持体など）を介して間接的に枠体に外枠を取り付ける場合も含
むものである。また特に、外枠を一体構成して枠体に取り付けてもよく、独立した複数の
外枠を枠体の両側に取り付けてもよい。
【０００９】
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【００１０】
　

【００１１】
　

【００１２】
　更に、保持体に対する仕様の変更が少ない場合は、この保持体を押し出し加工して成形
すれば、同じ形状を有するものを大量に作ることができ、壁材の枠に適した複雑な加工を
することができる。
　

【００１３】
【実施例】
以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。
【００１４】
図１は、この実施例における可動間仕切壁１の斜視図で、可動間仕切壁１の上側の枠体を
省略した図である。また図２および図３は、それぞれ図１におけるＡ－Ａ線の断面、およ
びＢ－Ｂ線の端面を示した図であり、更に図４および図５は、それぞれ図３に対応する斜
視図、および分解斜視図を示したものである。
【００１５】
可動間仕切壁１は、図１および図２に示すように、可動間仕切壁１の壁材を構成するガラ
ス３と、このガラス３を二枚直列に隔てた幅で設けられた縦枠２ａと可動間仕切壁１の天
井部分および床面部分に設けられた横枠２ｂとによって構成される枠体２と、更に縦枠２
ａにガラス３を取り付けるための取付体６と、を具備してなるものである。
【００１６】
この縦枠２ａは、縦長状のスチール板を長手方向に沿って複数回折り曲げて中空の長方形
状を成形したものであり、図３に示すようにその接合部分の一端を中空側に向けて略１８
０度折り曲げた折曲部２０ａと、更に、これに対向する他端側にもこの折曲部２０ａを囲
むようにＵ字部２０ｂを設けて、互いに嵌め合わさるようにしたものである。また、この
ように構成された縦枠２ａは、図５に示すように、ガラス３を取り付ける側の内側面２０
０に取付体６を固定するためのネジ孔２４を設けている。更に、この縦枠２ａには、図１
に示すように、この縦枠２ａを天井に取り付けるための取付部２１と、縦枠２ａの長さを
調節するためのアジャスタ２２とを設けている。
【００１７】
また、横枠２ｂは、アルミなどを押し出し成形して設けたものであり、その両端部分にＬ
字金具２９を取り付け可能にネジ挿入孔を設けるとともに、図２に示すように、天井およ
び床面にネジ２８ａ、２８ｂで固定できるようにしたものである。この横枠２ｂは、二枚
のガラス３を水平方向に直列にはめ込める長さを有しており、更に、ガラス３をはめ込む
部分にスリット状の開口部２７を設けている。また、床面側の横枠２ｂには、そのスリッ
ト状の開口部２７の奥方にセッティングブロック２３を設けて、はめ込まれたガラス３の
荷重を支えるようにしている。
【００１８】
取付体６は、図３から図５に示すように、外枠５と保持体４などから構成されるものであ
り、この外枠５に設けられたネジ挿入孔５０と保持体４に設けられたネジ挿入孔６０とを
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更に、外枠に、保持体を取り付けるための凹部を設けているので、この保持体の取り付
けが容易になるばかりでなく、この凹部の幅及び深さを前記保持体と略同一に設定してい
るので、保持体を隠すこともできる。

加えて、外枠を金属板を折り曲げ加工しているので、外枠の仕様に変更が生じた場合で
あっても、金属を折り曲げ加工するだけで対応することができ、押し出し加工などで成形
する場合のように金型から作り直す必要がなくなる。

好適な実施の形態としては、保持体として、壁材の両面を挟み込むために一体成形され
た部材を採用することが望ましい。このようにすれば、壁材の保持が容易になる。

そして、前記保持体が開口部を有するとともに、前記保持体の開口部の開口縁と壁材と
の間に隙間が存在する場合に有効な態様として、前記壁材と前記保持体の開口部との隙間
に前記保持体と別体をなす取付ビードを押し入れることができるものが挙げられる。



合わせて、縦枠２ａにネジ２５で取り付けるようにしたものである。
【００１９】
この外枠５は、ガラス３の側縁の長さに対応した縦長状のスチール板を折り曲げて加工し
たものであり、そのスチール板の中心部分に保持体４を取り付けるための凹部５１と、こ
の凹部５１の内側面と平行に設けられた化粧面５２と、この化粧面５２の両縁部から設け
られた二つの補強面５３とを具備してなるものである。この枠体５に設けられた凹部５１
は、保持体４の側面を覆い隠すためにその大きさを保持体４と略同じ幅および深さを有し
ており、また、この凹部５１の底面には、縦枠２ａに設けられたネジ孔２４に対応した複
数のネジ挿入孔５０を縦長方向に沿って設けている。また、これら二つの補強面５３のう
ち、その一方は、凹部５１の先端部分から化粧面５２の一方の縁部に連絡するよう成形す
るとともに、もう一方を、化粧面５２の他方の縁部をＬ字状に折り曲げて成形し、これに
よって化粧面５２を可動間仕切壁１の厚み方向に補強するようにしている。また、化粧面
５２も、その化粧面５２に隣接する可動間仕切壁１の表面と同一平面を構成するようにす
るとともに、また、縦枠２ａの側面２６を隠すために、その化粧面５２の縁部を縦枠２ａ
の側面中心位置に設定している。
【００２０】
また、保持体４は、アルミを押し出し成形したもので、その形状を、一辺に開口部６１を
有する断面正方形状に構成するとともに、その長さをガラス３の側縁に対応する長さに設
定したものである。この開口部６１は、ガラス３の厚みよりも若干広く設定しており、ガ
ラス３を挟み込んだ後その隙間に取付ビード６３を圧することによって押し入れることが
できるようにしたものである。この取付ビード６３は、ゴムなどの弾性部材で構成される
ものであり、その形状を、ガラス３と開口部６１との隙間にこの取付ビード６３を容易に
押し入れることができるように先端部を楔状にしており、また、ガラス３の側縁を全体に
亘って保持できるようにその長さを設定したものである。また、この保持体４の内部奥底
には、開口部６１に対応してガラス３の厚み幅よりも若干広めに離して設けられた二本の
突起部６２を設けており、ガラス３を挟み込む際にこの突起部６２の間にガラス３を位置
決めできるようにしている。更に、この二本の突起部６２の間には、縦枠２ａのネジ孔２
４に対応した複数のネジ挿入孔６０を縦長方向に沿って設けており、外枠５とともに縦枠
２ａにネジ２５を用いて取り付けられるようにしている。
【００２１】
次に、このように構成された各部材を用いて可動間仕切壁１を組み合わせる方法について
説明する。
【００２２】
まず、壁材としてのガラス３を可動間仕切壁１にはめ込む場合、縦枠２ａの上端に設けら
れた取付部２１を天井部分に固定するとともに、アジャスタ２２の長さを調整して縦枠２
ａの他端を床面に設置する。そして、このように調整された長さで、縦枠２ａの床面側を
ネジで固定し、更にアジャスタ２２の調節位置も固定する。
【００２３】
次に、このように固定された縦枠２ａの天井部分に横枠２ｂの端部を位置決めし、この横
枠２ｂを天井にネジ２８ａを用いて固定するとともに、下側の横枠２ｂも同様に、その一
端を縦枠２ａに位置決めして床面にネジ２８ｂで固定する。そして、他方側の縦枠２ａを
このように固定された横枠２ｂの先端に位置決めし、その縦枠２ａの上端に設けられた取
付部２１を天井に固定するとともに、アジャスタ２２を伸縮させて縦枠２ａの他端を床面
に接するようにその長さを調節して、床面側とアジャスタ２２の調節位置をネジなどで固
定する。
【００２４】
そして、このように取り付けられた枠体２に対して、取付体６を固定すべく、図５に示す
ように縦枠２ａの内側面２００に外枠５をはめ込み、更に、外枠５に設けられた凹部５１
に保持体４をはめ込んで、これらを縦枠２ａのネジ孔２４にネジ２５で固定する。そして
、このように外枠５と保持体４を取り付けた後、縦枠２ａと横枠２ｂの角部を固定すべく
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、保持体４の凹部６１と横枠２ｂの奥底面にＬ字金具２９を取り付けてネジで固定する。
【００２５】
そして、このように組み合わされた枠体２や取付体６にガラス３を挟み込むべく、図２に
示すように、天井側の横枠２ｂに設けられた開口部２７にガラス３を持ち上げてその端部
を挿入し、ガラス３の下端側の位置をずらして床面側の横枠２ｂに設けられた開口部２７
にその端部を挿入し、セッティングブロック２３の上に載せる。そして、このガラス３を
、いずれか一方の保持体４にスライドさせて二本の突起部６２間にそのガラス３を当て、
二枚目のガラス３を取り付けるためのスペースを確保する。そして、この状態で二枚目の
ガラス３も同様に、天井側の横枠２ｂの開口部２７にガラス３の端部を挿入し、また、ガ
ラス３の下端も床面側の横枠２ｂの開口部２７に挿入してセッティングブロック２３の上
に載せる。そして、このように挿入された二枚のガラス３を寄り合わせて、その間にシリ
コン部材３０を挟み込み、更に、保持体４の開口部６１の隙間にも取付ビード６３を押し
入れてガラス３を固定する。
【００２６】
以上説明したように、本実施例では、一対の縦枠２ａと横枠２ｂによって構成された枠体
２と、当該枠体２の内部に保持される壁材としてのガラス３と、このガラス３の端部を保
持するための保持体４と、ガラス３の端部に沿って前記枠体２に取り付けられる外枠５と
を具備してなり、前記保持体４と前記外枠５とを別体に構成したので、外枠５の仕様に変
更が生じた場合であっても、従来のように取付体６を全て作り直す必要がなく、より容易
に外枠５の仕様変更に対応することができる。
【００２７】
特に、この実施例では、保持体４として、壁材を構成するガラス３の両面を挟み込むため
に一体成形された部材を採用したので、壁材を容易に保持することができる。
【００２８】
更に、外枠５に前記保持体４を取り付けるための凹部５１を設けたので、この保持体４の
取り付けが容易になるばかりでなく、凹部５１と保持体４を同じ形状にすることによって
保持体４を隠すこともできる。
【００２９】
また、取付体４の一部を構成する外枠５を、スチール板を折り曲げ加工して成形したので
、外枠５の仕様に変更が生じた場合であっても、スチール板を折り曲げ加工するだけで対
応でき、押し出し加工などのように金型などから作り直す必要がなくなる。
【００３０】
また、保持体４として、押し出し加工して成形したアルミ部材を採用したので、保持体４
に複雑な形状を与えることができ、ガラス３の枠部材に適した加工をすることができる。
【００３１】
なお、本実施例においては、一枚のスチール板を折り曲げて設けて外枠５を設け、これに
保持体４を取り付けるようにしたが、これに限らず、保持体４を直接縦枠２ａに取り付け
、この保持体４の両側に独立した外枠を保持体４に取り付けてもよい。更に、本実施例に
おいては、壁材としてガラス３を例にとって説明したが、これに限らずプラスチックや薄
板鋼板などの一枚板を適用することもできる。また、本実施例では、縦枠２ａに取付体４
を取り付ける構造について説明したが、必要により適宜天井や床面に設けられた横枠２ｂ
に取付体６を取り付けてもよい。
【００３２】
【発明の効果】
本発明は、以上説明したような形態で実施され、以下に記載されるような効果を奏する。
【００３３】
　すなわち、一対の縦枠と横枠によって構成された枠体と、当該枠体の内部に保持される
壁材と、前記壁材の端部を保持する保持体と、

前記壁材の端部に沿って前記枠体に取り付けられる外枠と、を具備してなり、前記保
持体と前記外枠とを別体に構成しているとともに、前記外枠に、前記保持体を取り付ける
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金属板を折り曲げ加工して成形した部材で
あり



ための凹部を設け、この凹部の幅及び深さを前記保持体と略同一に設定している

。この
ように構成することによって、外枠の仕様に変更が生じた場合であっても、壁材の保持体
を変更する必要がなく、より容易に仕様変更に対応することができる。
【００３４】
　

【００３５】
　

【００３６】
　

【００３７】
　更に、保持体として、押し出し加工して成形した部材を採用したので、同じ形状を有す
るものを大量に作ることができ、壁材の枠に適した加工をすることができる。
　

【図面の簡単な説明】
【図１】可動間仕切壁の斜視図。
【図２】可動間仕切壁の図１におけるＡ－Ａ線の断面図。
【図３】可動間仕切壁の図１におけるＢ－Ｂ線の端面拡大図。
【図４】可動間仕切壁の図１におけるＢ－Ｂ線の端部斜視図。
【図５】図４に対応する分解斜視図。
【符号の説明】
１・・・可動間仕切壁
２ａ・・・縦枠
２ｂ・・・横枠
３・・・壁材（ガラス）
４・・・保持体
５・・・外枠
６・・・取付体
５１・・・凹部
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ものであ
って、前記縦枠に前記外枠をはめ込み、前記保持体を前記外枠の凹部にはめ込んで、これ
ら外枠及び保持体を前記縦枠に設けたネジ孔に共通のネジで固定する構成を有する

更に、前記保持体を取り付けるための凹部を設け、この凹部の幅及び深さを前記保持体
と略同一に設定しているので、この保持体の取り付けが容易になるばかりでなく、保持部
を隠すこともできる。

加えて、取付体の一部を構成する外枠を、金属板を折り曲げ加工して成形したので、外
枠の仕様に変更が生じた場合であっても、金属を折り曲げ加工するだけで対応でき、押し
出し加工などのように金型から作り直す必要がなくなる。

また、保持体として、壁材の両面を挟み込むために一体成形された部材を採用したので
、容易に壁材を保持体に保持させることができる。

そして、前記保持体が開口部を有するとともに、前記壁材と前記保持体の開口部との隙
間に前記保持体と別体をなす取付ビードを押し入れることができるので、壁材を保持体に
有効に保持できる。



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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